
資料２ 

総合計画の概要について 

 

１ 総合計画とは 

総合計画とは、自治体が目指す将来像を定め、その将来像を実現するためのま

ちづくりの基本理念や施策を体系的に示したもので、自治体におけるまちづくり

の最上位計画に位置付けられるものです。 

自治体が進める各種施策は、この総合計画に基づき実施されることになります。 

 

２ 総合計画の構成と期間 

総合計画は、一般的に基本構想、基本計画及び実施計画から構成されます。基

本構想の計画期間はおおむね１０年ですが、基本計画については５年を目途に見

直しを行います（前期５年、後期５年）。実施計画は社会経済情勢等を勘案し、ロ

ーリング方式により事業の見直しを行います。 

【図１ 計画構成のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１次那珂市総合計画について 

本市では、平成２０年３月に第１次那珂市総合計画（計画期間：平成２０年度

～平成２９年度）を、平成２５年３月に第１次那珂市総合計画後期基本計画（計

画期間：平成２５年度～平成２９年度）を策定しました。 

【図２ 第１次那珂市総合計画の基本構想の概要】 

 

市民がいきいきと輝き、 
活力あふれる 
まちづくり 

市民とともに創る 
協働のまちづくり 

市民が安全で 
安心して暮らせる 
住みよいまちづくり 

人にやさしく文化の香り高いまち 

市の将来像 

まちづくりの基本理念 

１ 市民との協働のまちづくり 
２ 安全で快適な住みよいまちづくり 
３ 健やかで生きがいをもって暮らせる 
  まちづくり 

４ 豊かな心と文化を育む教育の 
  まちづくり 
５ 活力があり賑わいのあるまちづくり 
６ 行財政運営の効率化による自立した 
  まちづくり 

施策の大綱 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

自治体の将来像を定め、その実現に向け
たまちづくりの基本理念と施策の大綱を
明らかにするもの。 

【計画期間：１０年】 

自治体の将来像を実現するため、まちづ
くりの基本理念に基づく各施策の取り組
み方針を明らかにするもの。 
【計画期間：前期５年、後期５年】 

施策の方針に基づき、３年間の具体的な
事業計画を明らかにするもの。 
【計画期間：ローリング方式で毎年作成】 


